
福岡県北九州市の取り組み
保健師の人材育成

北九州市保健福祉局総務部
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○政令指定都市（７つの行政区）

○人口：９７１，７９５人

○高齢化率：２８．２％（以上、平成２７年３月末住民基本台帳） （全国 ２６．４％）

○公害克服の環境未来都市、安全安心のまち、健康モデル都市を目指して

○保健福祉費の状況：一般会計の4分の１を超える水準にあり、児童福祉分野を
含めると3分の１を占める。

○北九州市新成長戦略：保健福祉分野は、健康・生活支援ビジネス等で重要

○市民意識調査：高齢社会対策の評価は中ほど、要望は１位

北九州市（福岡県）のご紹介



北九州市の保健師配置・人数 （正規職員：１６７名）

市役所 【４局１０部１６課：３６名】

区役所 【７区７課：１３１名】

局 部 課

保健福祉局 総務部 総務課

地域福祉部 地域福祉推進課、認知症支援・介護予防ｾﾝﾀｰ、介
護保険課

健康医療部 健康推進課、保健医療課

障害福祉部 障害者福祉課

総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 管理課、精神保健福祉ｾﾝﾀｰ、地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進
課

保健衛生部 保健衛生課、保健所保健予防課

子ども家庭局 子育て支援部 子育て支援課

子ども総合ｾﾝﾀｰ 児童虐待防止担当課

総務企画局 人事部 給与課

教育委員会 教務部 教職員課

区 課 係

各行政区（７） 各保健福祉課（７） 地域保健係、高齢者・障害者相談係（精神保健福祉
相談、地域包括支援センター）



Ⅰ 社会情勢、行政の仕事のあり様
が変化する中、政策形成できる
保健師を育成したい
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【出所】平成２２年までは総務省「国勢調査」、平成３２年以降は国の推計

（１）北九州市の高齢化の将来推計

２．８倍

７．１倍

5.9%
9.1%

12.7%

19.2 %
25.1% 32.3%

34.4%

◆ 75歳以上の高齢者が増加、2030年には3人に1人が高齢者

高齢化率

※1４年後※４年後

(1970) (1980) (1990) (2000) (2010) (2020) (2030)
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１ 少子・高齢化の進展



平成１４年 平成２６年

認知症
高齢者数 １５，３５７人 ３６，３５７人

平成２年 平成１１年 平成２６年

全国のがん
推計患者数 １８５万４千人 ２５６万７千人 ３００万８千人

平成１１年 平成２５年

がん死亡数 ２，８３３人 ３，２９２人

がん死亡率（人口１０万人対） ２８２．３ ３５３．３

（２）認知症高齢者の増加

（３）がん患者・がん死亡の増加

認知症高齢者自立度Ⅱ以上の認定者数（６５歳以上）

厚生労働省「患者調査」

以上「北九州市衛生統計年報」 6



平成２年 平成１２年 平成２７年

合計
特殊出生率 １．４７ １．３８ １．５５

平均初婚年齢

（歳）

平成１２年 平成２５年

夫

初婚 再婚 初婚 再婚

２７．７ ４１．８ ３０．３ ４２．７

妻

初婚 再婚 初婚 再婚

２６．４ ３９．３ ２９．０ ４０．７

（４）少子化の持続

以上「北九州市衛生統計年報」
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２ 北九州市の社会福祉の状況

◆ 技術進歩と福祉需要の増大・多様化

○２０２５年度にかけて、医療・介護の給付費が急激に増加

○単身、認知症の高齢者の増加等、個々に合わせた介護や

生活支援へ

○健康づくりや疾病予防による健康寿命の延伸

○定年後の期間が長期化の中、健康寿命が課題に

～ 画一的サービスの提供から

個別性に合わせたサービス提供へ ～

高度消費社会から成熟社会への時代

8



３ 行政の仕事の変化

～ 制度からヒト へ

制度中心の
制度運営

ヒト中心の
制度活用

縦割：
地域崩壊

連携：
地域創造

＜機能不全＞

対象者の拡大
制度の複雑化

＜ ポイント ＞
・ どのような人間観を持つか
・ 制度から使われるのでなく、制度を活用する

・ 国や本庁で政策決定という仕組みから、
現場から学び、政策を形成する仕組みへ

国が進めている分権の基で

国 ⇒ 自治体 ⇒ ヒト
（多様性） （多様性・個別性）
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（１）保健師が政策形成する必要性

○住民の生活実態を政策に活かしていくことは、住民
の健康に責任をもつ行政保健師の責務。

（２）保健師が政策形成を行うためのキャリア形成

○保健師職能としてのスキルに加え、政策策定ができ
るよう自治体の幹部職となるキャリア形成が必要。

○保健師である能力を、成長させていく必要がある。

４ 政策形成に向けた保健師間での確認



（３）「保健師としてのキャリア」を肯定的に捉える

○キャリア形成し、保健師が政策形成できるための
体制づくりは、住民の健康に責任を持つことの使命
を果たすことになる。

○免許取得や就職までの経験、入職後の経験など
の重なりは一人一人異なるため、キャリア形成に
個人差があることが当然。

○経験により形成してきた現在のキャリアを肯定的
に捉える。



Ⅱ 人材育成を考える基となった
保健師による保健師のあり方の
作成
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１ 保健師のあり方の作成目的

13

～ 「専門職種のあり方」から抜粋 ～

【目的】

○各専門職の自覚形成

○保健福祉局として作成し、採用計画に合わせて人事提出し、技術職の採用
に必要性の理解を深める

【対象】

医師（歯科医師）、保健師、生活衛生関連専門技術職、管理栄養士、社会
福祉職（心理職）、作業療法士・理学療法士、診療放射線技師

【はじめに】

限られた人員の中、施策の企画、立案、実施が担当できる専門職員を効果
的に配置する必要がある。（事務職定数を減らしてでも、専門職の採用を増
やし、適材適所に配置することによって、結果的に現状よりもスリムな運営が
可能となる）

しかしながら、各職種に、明確な将来像（キャリアパス）、効果的な人材育成
システムがないため、モチベーションが上がらず、管理監督者となるための
育成（教育）もできていないため、政策決定を担うポスト（部課長）に配置でき
る人材は極めて少ない。



保健師による「区役所保健師のあり方」の作成
＜項目＞

１ 保健師の果たすべき役割と業務

・業務上の課題

・今後の方向性

・業務に関する見直しの内容

２ 必要な人員体制（定数）

３ 人材育成システム及び目指すキャリアパス（採用から退職まで）

４ 採用計画

○生活習慣病予防、重症化予防、育児支援や虐待予防
⇒見直し：地域担当保健師の効果的な配置が必要
⇒見直し：保健師の業務を包括的・効果的に推進するため、保健師業務

を統括することが必要
○住民主体の健康づくり

⇒見直し：１保健師が２小学校区担当を基本とする
○地域包括支援センター業務、精神保健福祉相談業務

⇒保健師のキャリアパスに欠かせない業務として配置する

検討の中でまとめられた、保健師
配置や人材育成についての例

２ 保健師のあり方の作成 （平成２２年度）



区役所保健師のあり方

保健師の果たすべき役割と業務について ＜項目＞

１ 生活習慣病を予防し、重症化を防ぎ、
市民の健康を増進するとともに医療費の適正化を推進する

２ 住民主体の自助、共助の力を高め、互いの力をつなぎ、
地域における市民主体の健康づくりを推進する

３ 子どもの心身の健やかな成長を図るため、
基本的生活習慣の定着を促進するとともに、児童虐待を予防する

4 地域包括支援センターの活動や地域での健康教育、情報提供で、
認知症予防や介護予防を推進する

５ 平常時および集団発生時の感染症予防や
感染拡大時の対策を行い、健康危機に関する支援を行う

６ 保健福祉相談員による相談対応や支援、地域での健康教育や
情報提供を行い、心の健康づくりや自殺予防を推進する



３ 「保健師のあり方」の見直し（平成２７年度）

＜主な変更＞
① 難病支援など、新たな健康課題への適切な支援

【業務に関する見直しの内容】
＜全体を俯瞰する統括保健師の事業調整部門（総務部）等への配置＞

・ 地域包括ケアシステムや健康づくり、母子保健、新たな健康課題への対応など
多岐に渡り変化する保健師活動を部や局を越えて効果的に推進するために、
全体を俯瞰する統括保健師を継続して確保し、事業調整部門（総務部）等に配
置する。

② 地域包括ケアシステム構築を推進し、高齢者の介護予防
や自立を支援する

【業務に関する見直しの内容】
＜地域包括ケアシステムの推進のための地域診断の情報発信＞

・ 地域保健係保健師が作成している、地域づくり業運営方針における地域診断を
地域包括ケアシステムの推進のために情報発信する。



Ⅲ 保健師の人材育成

１．人材育成方法
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（１）保健師を人材育成する上で前提とした考え方

○「人材育成」と「業務」と「評価＝給与：昇格」は一体

○「業務」は、キャリアが積めるジョブローテーションに

○ジョブローテションでは行政事務や運営・調整も有効

○「人材育成」は、系統的に（行政職と保健師研修の
相互関係も）行う

○「評価」では、責任の大きさが基準



保健師が考える保健師人材育成における問題点

（２） 保健師のあり方作成を通じて確認できた人材育成のあり方



保健師が考える保健師人材育成における課題



保健師のキャリアラダーの作成

職年数

（年齢）

役職 部署 習得項目

技術的スキル 人格的スキル

１～３
(22才~）

職員 地域保健係 基本地域保健
活動能力 など

公務員
倫理 など

４～７
(25才~）

保福局・子家局 他部署 専門的地域保
健活動能力
など

住民活動
調整力など

地域保健係 包括支援Ｃ

８～12
(29才~）

主任 地域 包括Ｃ 精神相談員 行政事業実践
能力 など

困難事案
調整力など保健福祉局・子ども家庭局

13～24
(34才~）

係長 地域 包括Ｃ 精神 他局 専門的組織運
営能力 など

組織的推
進力 など保健福祉局・子ども家庭局

25～33
(46才~）

課長 区役所保健福祉課 保健事業個別
管理力 など

主体的判
断力 など保福局・子局・総合センター

34～38
(55才~）

部長 区役所 保健福祉事業
統括力 など

総合的判
断力 など保福局・子局・総合センター



入職

区保健福祉課
地域保健係

プリセプタ－

（主任クラス）

行政職としての基本
的能力

新規採用職員研修
新規採用職員FA研修

新任保健師研修※
業務別研修

3年
（22～24歳）

*プリセプター；日常的、かつ直接的な指導を担当。

・対人保健サービスを経験できる職場（各種
保健事業・個別援助活動・健康づくり活動
等）
・同職種が複数いる部署

Ⅰ 職員４２％

Ⅱ 主任２４％

Ⅲ 係長２９％

Ⅳ 課長 ４％

Ⅳ 部長 １％
希望する階級別割合

・下線は職員研修所で実施分
・※印は現在未実施

（現在 ０％）

（現在0 ％）

(現在 ２１％）

(現在 ２４％）

(現在 ５４％）

採用2年次研修

保健師のキャリアパスを表現する





階 層（対 象） 研 修 目 的 研 修 内 容
新任保健師研修
（新規採用～３
年）

・保健福祉行政の担い手としての意識を確立
する。
・北九州市の保健師の役割を理解する。
・地域保健福祉活動を展開する上で必要な基
本的知識、技術を習得する。

・保健福祉計画（各計画）について
・保健福祉行政について
（母子保健、生活習慣病・介護予防、精神保健福祉業務、
感染症予防など）
・基本的なコミュニケーション技法
・公衆衛生活動について
・保健福祉事業計画と評価
・個別援助から地区診断
・地域のネットワークづくり
・保健福祉行政の財源について

中堅（前期・後
期）研修
（４年～１２年）

・地域保健福祉活動における中核となる職員
としての意識を高める。
・地域の実情に応じた効果的な活動を習得す
るために必要な知識、技術を習得する。
（地域保健・地域包括支援のセンター業務の
担当）
・保健福祉行政における財源について知識を
得、保健福祉計画策定に役立てる。

・保健福祉事業の計画策定
（情報収集、分析方法など含む）

・保健福祉事業の評価について
・地域のネットワークづくり
・事例検討（困難事例）
・地域包括支援センター業務について
・保健福祉行政の財源や予算の立て方執行について

プリセプター研修
（４年～８年）

・地域保健福祉活動を担うリーダー（係長補
佐）としての認識を高める。
・新人育成を担当する職員としての意識を高
める。
・精神保健福祉において専門的対応を行うた
めの知識、技術を習得する。

・地域保健福祉施策の展開
・職員の人材育成（現任教育の理解）

・精神保健福祉相談業務について

保健師係長研修
（１３年～２４
年）

・地域保健福祉活動を担う監督者としての認
識を高める。
・地域の実情に応じた業務管理を遂行するた
めに、知識、技術を職員に指導できる。

・地域保健福祉活動における事業、施策化の実際
・職員の人材育成（現任教育の理解）
・地域ケアシステムの推進
・健康危機管理発生時の対応

保健師人材育成に伴う階層別研修について



北九州人材育成基本方針による研修体系

職員研修

職場外研修 基本研修

階層別研修

新規採用職員研修

新任主任研修

新任係長研修

新任課長研修 等

特別研修

コーチング研修

ＯＪＴ指導者養成研修

管理者倫理研修

職場のメンタルケア研修

住民と行政の協働研修 等

派遣研修

中央省庁派遣研修

民間企業・財団派遣研修

大学院派遣研修

海外派遣研修

職場研修
ＯＪＴ

自己研修

自己研修ｸﾞﾙｰﾌﾟ

通信教育講座

ひまわり塾

（参考 人材育成の背景）



北九州市経営プラン
○平成２０年１２月策定

○将来的に厳しい財政状況が見込まれる中での本市の経営方針

○職員の意欲・能力が最大限に発揮できる少数精鋭の組織づくり

多様な経験をもつ人材や専門分野に強い人材の登用

北九州市人材育成基本方針
○平成２１年２月策定

○今後の限られた行財政資源で市民ニーズに的確に対応していくために、
職員の育成や職員自身の能力開発などの人材育成を推進するため
の基本的な方針

○「能力開発」研修等、「能力の実践」ＯＪＴ、「実践の評価」人事考課を人
材育成の一連のサイクルととらえ、人事部門、研修部門、職場が一体
となって取り組む

（参考 人材育成の背景）



Ⅲ 保健師の人材育成

２．保健師で協議するしくみ
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保健師の業務や人材育成を協議するしくみ
～人材育成を推進するための保健師による協議と共通認識の場～

統括保健師の部署 保健師業務の

企画部署

保健師業務の

実践部署

分野別の
係長の検討会

（人材育成等３
つのグループ）

随時開催

業務別の

係長・職員
ワーキング
グループ

随時開催

業務別の
係長の会議

定期開催

所属別の
係長・職員

会議

定期開催

【
業
務
の
会
議
】

【
自
主
会
議
】

あじさい会

全課長と全係長による定期開催

保健福祉局総務課 ・ 総務局人事課

業
務
や
研
修
の
流
れ

合意

合意

合意

業務依頼・研修開催・情報提供等



Ⅲ 保健師の人材育成

３．関係機関への参加、連携
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関係機関への参加・連携

＜目的＞
○ 知識や技術の習得や情報収集（スキルアップのために）
○ 行政の中の職能組織としてのあり方を考え、人材育成や

体制を強化するための情報収集

＜主な参加及び連携の先＞

◆厚生労働省

◆県、国保連

◆保健師長会

◆看護協会

◆保健活動を考える自主的研究会

◆看護系大学、各学会



ご清聴

ありがとうございました。

福岡県北九州市の取り組み
保健師の人材育成


